
４第１２号議案  

 

愛知県立特別支援学校学則の一部改正について 

このことについて、愛知県立特別支援学校学則の一部を改正したいので、別紙案

を添えて請議します。 

令和４年３月２８日提出 

 

教育長 長 谷 川  洋   

 

説 明 

この案を提出するのは、成年年齢の引き下げ及び、愛知県立千種聾学校ひがしう

ら校舎の設置に伴い、所要の改正を行う必要があるからである。 

 

 

 

  



愛知県立特別支援学校学則の一部改正の概要 

 

１ 改正理由 

（１）民法の一部改正（令和４年４月１日施行）により、成年年齢が 20歳から 18歳に

引き下げられることに伴い、在学中に成年に達することとなる愛知県立特別支援学

校の生徒に係る退学や休学等の手続きについて所要の改正を行う。 

（２）愛知県立千種聾
ろ う

学校ひがしうら校舎の設置に伴い、別表（第一条関係）に新たに

項を追加する。 

 

２ 改正内容 

（１）成年に達した生徒が、退学若しくは転学（第６条）、留学（第７条）又は休学（第

８条）を校長に願い出る場合、保護者の署名を要しないものとする規定を追加する。 

（２）別表（第１条関係）の愛知県立千種聾
ろ う

学校の項の次に愛知県立千種聾
ろ う

学校ひがし

うら校舎の項を新たに追加する。 

① 名  称 愛知県立千種聾
ろ う

学校ひがしうら校舎 

② 障害種別 聴覚障害 

③ 部 ・ 科 幼稚部 小学部 

④ 学  科   

⑤ 修業年限 ３年 ２年 １年 ６年 

⑥ 入学資格 満３歳児 満４歳児 満５歳児  

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 

ただし、愛知県立千種聾
ろ う

学校ひがしうら校舎の項を加える規定は令和５年４月１日

から施行する。 
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 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  令 和 四 年 三 月  日 

            愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 長 谷 川   洋   

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号 

   愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 学 則 （ 昭 和 三 十 九 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。 

 第 六 条 中 「 付 し て 保 護 者 連 署 の 上 」 を 「 付 し 、 並 び に そ の 者 及 び そ の 保 護 者 （ そ の 者 が 成 年 者

で あ る 場 合 は 、 そ の 者 ） が 署 名 し た 書 面 に よ り 」 に 改 め る 。 

 第 七 条 第 一 項 中 「 保 護 者 連 署 の 上 」 を 「 そ の 者 及 び そ の 保 護 者 （ そ の 者 が 成 年 者 で あ る 場 合 は 、

そ の 者 ） が 署 名 し た 書 面 に よ り 」 に 改 め る 。 

 第 八 条 第 一 項 中 「 保 護 者 連 署 の 上 、 」 を 「 そ の 者 及 び そ の 保 護 者 （ そ の 者 が 成 年 者 で あ る 場 合 は 、

そ の 者 ） が 署 名 し た 書 面 に 」 に 改 め る 。 

別 表 愛 知 県 立 千 種 聾
ろ う

学 校 の 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

愛 知 県 立 千 種 聾
ろ う

学 校 ひ が

し う ら 校 舎 

聴 覚 障 害 

幼 稚 部  

三 年 

二 年 

一 年 

満 三 歳 児 
満 四 歳 児 

満 五 歳 児 

小 学 部  六 年  

   附 則 

 こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 愛 知 県 立 千 種 聾
ろ う

学 校 の 項 の 次 に 一

項 を 加 え る 改 正 規 定 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
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愛
知
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

新 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

旧 

（
退
学
及
び
転
学
） 

第
六
条 

学
校
の
幼
稚
部
又
は
高
等
部
に
在
学
す
る
幼
児
又
は
生
徒
は
、
退
学
し
、
又

は
転
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の
保

護
者
（
そ
の
者
が
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
）
が
署
名
し
た
書
面
に
よ
り
、

校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
留
学
） 

第
七
条 

学
校
の
高
等
部
に
在
学
す
る
生
徒
は
、
外
国
の
正
規
の
後
期
中
等
教
育
機
関

に
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
留
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
者
及
び
そ
の
保
護
者
（
そ
の
者
が
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
）
が
署
名

し
た
書
面
に
よ
り
、
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

略 

（
休
学
） 

第
八
条 

学
校
の
幼
稚
部
又
は
高
等
部
に
在
学
す
る
幼
児
又
は
生
徒
は
、
病
気
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
月
以
上
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
者
及
び
そ
の
保
護
者
（
そ
の
者
が
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
）
が
署
名
し

た
書
面
に
そ
の
理
由
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
校
長
に
休
学
を
願
い
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

略 

（
退
学
及
び
転
学
） 

第
六
条 

学
校
の
幼
稚
部
又
は
高
等
部
に
在
学
す
る
幼
児
又
は
生
徒
は
、
退
学
し
、
又

は
転
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
保
護
者
連
署
の
上
、
校
長
に

願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
留
学
） 

第
七
条 

学
校
の
高
等
部
に
在
学
す
る
生
徒
は
、
外
国
の
正
規
の
後
期
中
等
教
育
機
関

に
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
留
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

保
護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

略 

 

（
休
学
） 

第
八
条 

学
校
の
幼
稚
部
又
は
高
等
部
に
在
学
す
る
幼
児
又
は
生
徒
は
、
病
気
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
月
以
上
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保

護
者
連
署
の
上
、
そ
の
理
由
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
校
長
に
休
学
を
願
い
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

略 

（
障
害
種
別
等
） 

第
一
条 

各
愛
知
県
立
特
別
支
援
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
の
教
育
の
対
象
と
す
る
障
害
種
別
、
部
及
び
科
、
学
科
、
修
業
年
限
並
び
に
入
学
資
格
は
、
別
表
の
と
お
り

と
す
る
。 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

 

名 
 

称 

障
害
種
別 

部
・
科 

学 

科 

修
業

年
限 

入

学

資

格 

愛
知
県
立
名
古
屋
盲
学
校
の
項
か
ら
愛
知
県
立
千
種
聾ろ

う

学
校
の
項
ま
で 

略 

 

愛
知
県
立
千
種

聾ろ

う

学
校
ひ
が
し 

 

聴
覚
障
害 

幼
稚
部 

 

三
年 

二
年 

一
年 

 

満
三
歳
児 

満
四
歳
児 

満
五
歳
児 

 
 

 
 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

 

名 
 

称 

障
害
種
別 

部
・
科 

学 

科 

修
業

年
限 

入

学

資

格 
同
上 
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う
ら
校
舎 

小
学
部 

 

六
年 

 
愛
知
県
立
豊
橋
聾ろ

う

学
校
の
項
以
下 

略 
 

 

同
上 
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